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子育て困難と子育て支援の課題

Child rearing difficulties and Social Support PoLcy

Hisao MOTOKI

Abstract

ln recent years there has been a gro、 パring recognition that parental anxiety related to ch』 d―rearing

difficutties is beconling a serious problenl in Japan. Until recently,prOblems with chld一 rearing have

been a matter of individual parental responsibllty. This sole focus on parental responsibility has

resulted in an increase of child― rearing problems. It is argued here that increased community and

social support、 vould lead to a reduction in child― rearing problems,
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1.は じめに一現代の育児不安・子育て困難

子生み 。子育てをめぐる近年の顕著な傾向のひとつ

に,親, とくに母親の育児や子育ての負担や困難が問題

として取り上げられるようになったことがある.た とえ

ば,『次世代育成支援施策の在 り方に関する研究会報告

書』は,「子どもや家庭を取り巻く環境は近年,厳 しさ

を増している.核家族化の進行や父親の長時間労働に加

え,近隣関係の希薄化など子どもをめぐる地域ネットワ

ークが弱体化する中で,育児負担が母親にのしかかり,

母子 2人 きりで周囲から隔絶されて一日を過ごす『育児

の孤立化』といつた状況が指摘されている。また,兄弟

姉妹の減少などによって乳幼児とのふれあいの経験がな

いままに親となる者が増加するなど,家庭や地域におけ

る子育て力の低下は著しい」と, とくに母親の子どもを

育てる条件や環境の悪化を指摘し,その結果,「『育児の

自信がなくなる』とする母親が専業主婦の 7割 に達して

いるほか,子育てについて『イライラすることが多い』

とする母親が20年前の3倍 に増加するなど,母親の育児
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への負担感は大きく高まっている」ことを述べる (次世

代育成支援システム研究会2004:24-25).

また,平成 18年 に少子化社会対策会議の決定 した

『新しい少子化対策について』では,「若年世代にとって,

経済的負担の大きさ,家庭と仕事の両立の困難さ,育児

についての不安など,子 どもを生み育てることをためら

わせる経済的あるいは心理的な負担感が強い」と,若い

世代にとって子どもの養育が大きな負担となっているこ

とが指摘され,子どもを安心して生み,育てることので

きる県境整備を目指す支援策の一層の拡充の必要性が述

べられている。

昨年末に政府が決定した,最新の少子化対策 。子育て

支援の計画である『子どもと家族応援する日本』重点戦

略でも,少子化の背景に「結婚や出産 。子育てに関して

の国民の希望と現実の乖離が存在することが指摘されて

いる。出産に関する乖離については, これまでの研究か

ら,子育てしながらの就業継続できる見通し,仕事と生

活の調和の確保の度合い」が, とくに第2子以降の出産

については,「夫婦間の家事・育児の分担度合い,育児
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不安の度合い」が,ま た第3子以降の出産については

「教育費の負担感」が乖離を生み出している要因である

ことが示唆されると述べられている.

要するに,国民は結婚し,子 どもを生み育てたいとい

う希望は持つているのだが,仕事を続けながらの (育児

休業が困難であつたり,十分な保育サービスが保障され

てぃない等のため)子育てが大きな負担となるとき,ま

た,夫の育児協力が得られず,妻の負担が増大するとき,

そして,子 どもを育てることが親にとって大きな経済的

負担となるとき (第2子以降,あ るいは第3子以降の子

どもを含めて)子どもを生み育てることを控えるように

なるというわけである.も ちろん,同重点戦略で述べら

れているのは,国民の希望どおりの子生み 。子育てを抑

制する要因としての子育ての負担や困難ではあるが,そ

れは,いま人びとが子どもを育てるときに実際に直面し

ている負担や困難のことであるわけだから,現在,子 ど

もの養育問題を親の子育ての負担や困難の面で捉える見

解が述べられたものだといって差し支えないであろう.

ところで,子 どもの養育問題が子どもを育てる (あ る

いは, これから育てようとする)親の負担や困難として

把握 。理解されるようになったということは,子どもを

育てる親の能力の限界が認識されるようになったことを

意味するといえよう。すなわち, こうした子育ての負担

や困難が,少子化対策に志向した子育て支援施策の策定

やそうした施策についての審議結果の報告書等のなかで

理解されているのだから,それは当然,国民誰もが子ど

もを育てるときに直面する負担や困難のことがいわれて

いるのであり,少なくとも,現在のわが国では,国民誰

もにとって,親だけで,と くに母親だけで子どもを育て

ることは困難だ,親の能力を超えたことだとみなされる

ようになっているということができよう。

子どもの育ちをめぐる問題は,従来,子 どもを養育す

る親や家族がその養育責任を十分に果たさない,あ るい

は果たせない問題として取りあげられ,対策が講じられ

る傾向にあった。次節でそうした傾向にあったことを検

討するが,それが, ここにきてその流れに変化が生じて

きたのである。

以上のような動向は,近年の育児不安や育児困難に関

する研究や論述の隆盛にもよく表れている。大和は,家

族社会学や発達心理学における幼少期の親子関係の研究

は1970年 頃までは,母親の子どもに与える影響につい

ての研究が主であったが,1980年代に入つて,子ども

を育てる母親を被説明変数とした研究が行われるように

なり,そ うした研究が母親の育児不安や育児疲労につい

てのものであったことを指摘する (大和2008).山根は,
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1980年 頃を境に,育児不安などの子どもの養育問題に

ついての研究やマスコミ,政策立案側の論調が母性の問

題に帰す母親要因論からの転換をみせ,①母親を育児聞

題の要因ではなく,「育児問題をイ本現する主体として位

置づける研究」が登場したこと,②親イコール母親とい

う前提が見直されたこと,そ して③育児問題を家族外部

の人間関係網に視点を移した研究が登場したことを指摘

する (山本艮2000:22-24)。

子どもの育ちの問題の研究や論議に際して,子 どもを

育てる親とくに母親だけに焦点を絞り,問題点を探ると

いうパラダイムが後退して,育児そのものが, しかも親

(母)子関係の枠を超えたより広い社会関係の脈絡のな

かで研究や論議がなされる傾向が強くなってきたという

ことであるが,そ こに,子 どもを養育する (母)親の役

割を自明視したうえで,親子関係の問題をこの親の役割

の不適切な遂行の問題と捉える発想から, この (母)親

の役割そのものが聞われる発想への転換を見出すことが

できよう.

本稿では, このように育児不安や子育て困難へ,と く

に社会的施策を講 じるにあたっての関心が高まるなか

で, こうした社会的施策が子どもの育ちへの社会的支援

として展開していく必要性を論じ,その可能性について

探ることにする.

2.子どもの育成に対するこれまでの国の施策の

性格

厚生白書の記載にみる

子どもの養育に関する国の姿勢

戦後の混乱を経て高度成長期に入り始めた時期に発行

された厚生白書
1)の

昭和31年度版では,子どもは「す

べて生んだ親の責任で,国の立場としては,人道上ある

いは社会秩序の上から放置できない場合にだけ,介入あ

るいは干渉するに止める」とする時代もあったが,20
世紀になって,子 どもの福祉の保障が国家社会の手によ

って積極的に取り組むのが世界的な傾向であるとしたう

えで,要保護児童への施策にとどまらず,「広く一般児

童の健全育成のため,積極的に手を差し伸べるべきであ

る………・,そのような制度が次第に造られつつある状況」

だとの見解が述べられている.

児童福祉法が,「次代の担い手である児童一般の健全

な育成,全児童の福祉の積極的増進を基本的精神とする
,

児童についての総合的福祉立法」 (厚 生省児童家庭局

1998:6)だ とされた法制定当時の姿勢が,少なくと

も理念的には表されていて興味深いが, ここでの論議で



元木 久男 :子育て困難へ対応する現在の子育て支援が社会的子育て施策となる可能性を探る研究   91

とくに注目したいのは,広 く一般児童を含めた福祉の保

障へ取り組む理由に,「社会生活の変化に伴つて,家庭

生活の形態も次第に変化し,必ずしも父母の手のみでは

児童の健全育成の責任を負いきれなくなった」ことと
,

「児童の福祉を脅かす社会的な要因が,時とともに増大

してきた」ことがあげられ,児童の健全育成のために国

と地域社会及び家庭の三者の協力が必要だということが

述べられている点である.そ して児童健全育成のための

対策の基本的な考え方のひとつとして,家庭について
,

「国民がすべて心身ともに健全な家庭をつくり, これを

維持するように啓発し,激励し,援助すること」が示さ

れる。

昭和32年度版も同じような内容が記載されているが,

「一般児童に対しても,国家社会は,積紅的に健全育成

のための努力をすることが必要である.児童の健全な発

育を阻害する社会的なあるいは自然的な要因をできるだ

け除去するよう努めるとともに,た とえそのような要因

があったとしても,それにうち勝つことのできるすこや

かな心身を育てるために,国家社会はあらゆる努力を傾

けなければならない」と子どもの健全育成のための国家

社会の責任が強調されており,家庭については,健全育

成のためには,「 まず家庭において保護者がよく児童の

心理を理解し,適切な取扱をすることが大切」だという

点が述べられているだけである。

家庭の養育機能の低下への警戒

昭和33年度版になると,幼い子どもの溺死や交通事

故死などの不慮の事故死が子どもの死亡原因第1位 とな

っている点や少年犯罪や非行の増加が深刻であることが

述べられ,「児童をとりまく県境の浄化・整備、情操教

育などしかるべき施策がとられるならばある程度未然に

防止できる」とした見解が示される。そして,34年度

版で,同 じく子どもの不慮の事故死や少年の犯罪・非行

が深刻な問題だとし,「児童をとりまく家庭乗境や社会

環境を浄化し,あ るいは整備するための措置がとられ ,

さらには家庭における教育が適切に行われることなどに

よって,あ る程度未然に防止できる」との見解が示され,

子どもの事故死や犯罪 。非行の問題の発生に関与する浄

化されるべき家庭環境や社会環境が注目されるようにな

っていることが窺われる。

昭和35年度版と36年度版および37年度版では,児童

健全育成上の背景にある問題として,折から少年非行が

戦後の第2の ピークに向かいつつある状況を反映して
,

少年非行・犯罪の増加とその特徴の変化が述べられてい

る。とくに36年度版では,「広範な少年非行,激発する

児童の事故を目前にして,今 日ほど児童の健全育成対策

の強化が要請されているときはない」と子どもの育ちヘ

の危機感が表明され,「家庭および社会に多くの問題を

生じている現状においては,家庭に対する日力言指導によ

りその役割を強化せしめるとともに地域社会の果たす役

割を重視することが必要となってきている」と,家庭と

地域の子どもを育成する役割を強化しようという姿勢が

初めて打ち出されている点が目を惹く.

昭和38年度版になると,第 11の 「3児童の健全育成」

とこ「(5)家庭養育の指導」という項目が設けられ,今

日の家庭養育が一種の混迷状態にあることが指摘され

る。そして,それが 「家庭養育において戦前経験した権

威服従の姿勢がくずされ,いわば無準備のままに愛情と,

理解に基づく近代的養育方式に対応させられたために」

家庭養育が過度的段階にあるためだとの見解が示され

る。

東京オリンピックが開催された1964年 の昭和39年度

版では,「第1部厚生行政の背景」で,「第 1章 人口構造

の変動とその諸問題」,「第2章経済発展とその諸問題」,

「第3章都市化過程 とその諸問題」につづき,第4章で

「家族構造の変動とその諸問題」が取 りあげられ,家族

変動に伴う家庭生活の変化に対応する厚生行政の在り方

の検討の必要性とともに,家族変動の過程でそれへの適

応が困難な家族への対策の必要性が述べられている。

家族変動については,家族規模の縮小と核家族化がか

なり詳しく説明され,そ うした家族の変化に伴う問題点

が3点指摘され,そ のなかのひとつが,「家族の生活保

障機能の低下」という問題であり, したがって,新たな

「住宅,社会保障,その他の社会サービスの必要性」が

生じているとする。その際,「核家族化に伴つて,若い
,

生活経験の乏しい家族が増加するが, これらの家族が安

定した生活を営みうるよう,必要に応 じて,育児・教

育 。隣人関係・余暇利用などの日常生活の各分野にわた

る指導・助言・援助をなしうるようサービス体制を整備

することが必要」だとの見解も示され,子 どもの養育に

関してみれば, とくに若い世代を中心に,家族の子ども

を養育する機能が低下 してきている点が強調され始め

る。

そして,「第2部厚生行政の現状」の 「第8章第 1節 児

童の健全育成」で,「児童の放任 。過保護などの問題が

日だつてきた」とし,「特に,近年における家庭機能の

縮小傾向が指摘されてはいるが,児童をとりまく不良な

生活環境から児童を保護し,事故死傷や不良化を未然に

防止し,心身ともにすこやかな児童を育成するうえで家

庭の果たす役割の大きさ」を改めて確認し,家庭重視の

対策に乗り出すべく,前年に厚生省児童局を児童家庭局
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と改め,ま た福祉事務所に家庭児童相談室を設けること

とした点が述べられている.

昭和40年度版と41年度版でも子どもの健全な育成を

図るうえでの家庭重視の方針が強調され, とくに41年

度版では,「家庭本来の機能を外部との関係において果

たさなければならないという方向」を強めているとした

うえで,「家庭が、変動のなかにあってもその本来の機

能を失なうことのないよう,ま た、その本来的機能の安

易な社会化を避け、それとの調和を図りつつ,社会的サ

ービスの体制や地域社会の整備を図る必要がある」こと

を強調し,家庭の教育機能の学校への外部化にみられる

ような家族機能の外部化によって家庭の子どもの養育機

能が損なわれることへの警戒が示されている.

以上,厚生白書昭和31年版から41年度版までの子ど

もの養育をめぐる記載内容をみてきたが,まず,昭和31

年版と32年度版では,子どもの育成について,親や家

庭の役割がとりたてて言及されることもなく,それを国

家社会の手で図っていくのだということが示されてい

る。単純に考えれば,児童福祉法制定当時の一般児童対

策を含めた児童福祉の総合的立法としての児童福社の理

念がス トレー トに表れていると解釈できないこともな

セゝ.

だが,子 どもの育成を国家,社会の手で図つていくの

だという方針は多分に理念的なものにとどまり,それら

の年度版の厚生白書が刊行された時期ぐらいまでは,戦

後の孤児や浮浪児を中心とした要保護児童対策に追われ

て,「家庭における児童の」の問題や対策まで手が回ら

ず, したがって一般児童対策についてはほとんど手がつ

けられていなかった事情があつたのではないかと考えら

れる。

たしかに児童福祉法は,その制定当初から要保護児童

の保護にとどまらず,広 く一般児童の健全育成を図るこ

とを謳い上げている。だが,許斐が指摘するように,実

際は一般児童対策について政府はきわめて消極的であ

り,「一般児童対策は『飾 り物』のように内実のない」

ものであった (許斐1996:28),実 際に講じられてい

た一般児童対策をみても,児童厚生施設 (こ れとても昭

和32年で全国に441ヶ 所と圧倒的に数が少ない)の 開

設による子どもの遊びの場の提供,子 ども会や母親クラ

ブなどの児童健全育成のための地域組織活動,児童福祉

審議会による児童文化財の推薦等ぐらいのもので,児童

手当の支給さえ,それが制度化されるのはまだ先のこと

である。このように,当時は,戦後の孤児・浮浪児を中

心とした要保護児童対策に汲々とし, とても「家庭にお

ける (一般)児童」の対策に手をつけるどころではなか
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った, したがつて「家庭における児童」の養育問題自体

にあまり関心がもたれていなかった,そうした事情が当

時の厚生白書の記載内容に表れていたということなので

あろう。

ところが,子どもの不慮の事故死や自殺の増加,な に

よりも少年の非行や犯罪の増加が「家庭にある児童」の

問題や対策にも目を向けざるを得ない状況をつくり出し

ていく。ここで留意すべきは, こうした状況に対して
,

昭和36年版の「家庭に対する助言指導によりその役割

を強化せしめる」の記述にみられるように,家庭の子ど

もの養育機能を強化する方向での問題解決が目指されて

いることが窺われる点である。そして,そ の後の39年

度版での記載内容にみられるように,子 どもの問題状況

が家族の養育機能の低下と結びつけられ,さ らにその養

育機能が損なわれることへの懸念が示されるようにもな

るのである。

厚生自書昭和44年度版では,児童をめぐる環境につ

いて,家庭環境の変化と社会環境の変化が述べられ,家

庭環境の変化に関しては,な によりも,「家庭の中で母

親が漸次児童養育の中心的役割を果たすようになった」

点が指摘される。そして,母親の就労の増加や病気によ

る養育に欠ける児童の増加などの家庭における児童の養

育機能の不安定,養育方針について,戦前の国家中心 ,

家中心の精神的支柱を欠いて確たる自信のないまま子ど

もを養育する親,子どもへの過度の期待から教育ママが

出現するようになっている問題が述べ られる。昭和45

年版では,児童健全育成上の複雑な問題として 「家族構

成員相互の結合の弱体化および連帯意識の希薄化」が生

じているとの指摘がなされる.

問題のある親の強調と啓蒙

児童憲章制定20周年を記念して総論で 「こどもと社

会」を特集した昭和46年版は,まず 「序章現代におけ

る児童問題の意義」の 「4児 童の家庭環境」で,消費

水準の高度化が逆に「家庭生活のゆがみや破たんをもた

らしている」点,離婚件数の増加に伴い「両親の愛情に

恵まれない児童の増加」,離婚までに至らないが円滑な

精神的交流を欠いた夫婦関係の児童への悪影響,さ らに

は「児童の養育について自信の持てない両親」が増加し
,

「一部の母親に,育児ノイローゼがこうじて心中にはし

る場合すらある」 ことが指摘され,「児童の問題は親の

問題と言われるが,現在の家庭環境における問題点は問

題児ならぬ問題親がふえている状況にあると言つても過

言ではあるまい」 (傍点,筆者)と子どもを養育するう

えでの親の問題が取 りあげられている.

また,「総論第2章第 1節家庭の状況はどうなっている
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か」に「1問題親に影響される児童Jと いう項目が設

けられ,そのなかで,子どもにとって家庭は最も基本的

な生活の場であり,家庭の機能が変化しつつあつても家

庭での子どもの養育の重要性は変わらないとの観点か

ら,「児童の健全な育成のためには,な によりもまず健

全な家庭が形成されなければならない」ことが強調され

る。

だが,「親には,育児についての自信喪失,過度の教

育熱心など,さ まざまの問題が混在」しており,父親に

ついては,総理府の調査から「家庭において無とん着 ,

不干渉な父親像が浮かびあがる」とし,「父親が自信を

もつて育児の座にもどることが望まれる」と主張する。

母親については,「家庭における母親の育児の価値を軽

視して,す ぐに公共の機関にたより,それが合理的であ

ると信じているとか,過度の教育熱心とか」 (傍点,筆

者)が問題として指摘される。また,(両親の行方不明

等の理由がきわだって多いという)養護施設 (当時)入

所児童の養護問題発生理由や乳児院への入所理由から育

児意識の低下の問題も指摘されている.

そしてこうした問題に対して,なによりも「両親が親

としての自覚を持つことがなによりも大切」 (傍点,筆

者)であるが,国 としても,「家庭生活に対するじゅう

ぶんな認識と児童養育についての日力言を結婚適齢期の男

女および若い夫婦に与えるため」に新婚学級や家庭学級

による啓発活動,家庭児童相談室の相談活動などを進め

ていく方針が示される。

総論第1章第 1節 の 「3不足している親子の対話」で

は, とくに父子の対話不足,心理的距離の拡大が問題と

して指摘され,「核家族化と世帯規模の縮小の著しい今

日,児童の健全育成のためには家庭機能がじゅうぶんに

発揮されることが必要であるが,それには何よりも親子

関係が円滑でなければならない。親子がじゅうぶんに話

し合いを行ない,心の交流を行なうことが必要である。

とりわけ,父親は子との実質的対話に努力する」ことが

必要だと述べられる.

同じく第 1節 の「4留守家庭児童がふえている」では,

共稼ぎ世帯の増加による留守家庭児童の増加が指摘さ

れ,母親の家庭保育の重要性を前提とした留守家庭児童

問題のマイナスについての言及がなされ,「特に児童が

乳幼児か低学年である場合には, 自分の就業の及ぼす影

響についての慎重な配慮が望まれる。いわんや,消費ブ

ームにあおられての就業は,児童のために戒めなければ

ならないであろう」と,母親の家庭保育責任が強調され

る.また,農村での出稼ぎによる父親の不在も問題とし

て取りあげられ,父親の出稼ぎによる母親の不安感の子

どもへの悪影響や母親の農業従事時間増加による育児時

間の不十分などが指摘されている。

第1節 の「5深刻な欠損家庭児童の問題」では,まず

厚生省の 「全国家庭児童調査」から,昭和44年で,父

また母あるいはその両方がいない世帯の児童は,昭和

38年の調査に比べれば66万人ほど減少しているものの
,

まだ138万 人にのばり,そ うした世帯となった理由は親

の事故死,両親の離婚および父親,母親の行方不明であ

ることが示される。そして,「 このような離婚および親

の行方不明には,家庭生活へのじゅうぶんな配慮と準備

がないままに安易に結婚する結果とみられるものがあ

り,また父として,母 としての責務に対する自覚が喪失

していることによるとみられるものもある」との見解が

示され,結婚前や結婚適齢期にある男女に対する「家庭

生活に対する認識を確立させるための教育」と「よりよ

い安定した結婚生活を営むことのできる配偶者の選択に

ついての指導と助言」の必要性が指摘されている。

以上のように,昭和46年版では,子 どもの問題を,

「問題親」なる語句の使用に象徴されるように,親の家

庭養育の問題として位置づけ,その問題点を指摘しなが

ら,その問題解決の方向として,「健全な家庭が形成さ

れなくてはならない」,「親としての自党が持つことが何

よりも大切」,「親子がじゅうぶん話し合いを行ない,心
の交流を行うことが必要」,留守家庭児童問題について

「消費ブームにあおられての就業は,児童のために戒め

なければならない」,そ して離別単親家庭問題に関して

は,結婚前の男女への家庭生活への啓蒙の心要性にまで

言及するなど,徹底して親に家庭責任を適切に果たすこ

とを求めている。

厚生白書の昭和47年版以降しばらくは, とくに目立

つた記載がないか,あ るいは以上と同じ内容の見解が示

されているだけである.だが,国際児童年であつた

1979年に発行された54年版では,「第2章子供を取り巻

く家庭,社会環境」の 「第 1節家庭,社会環境の変化と

子供」で,まず家庭環境の変化について世帯規模の縮小

と核家族化の進行が述べられたうえで,「 2家族構成の

変化と子供」のなかで,子どもを養育するうえでの問題

として,「 (1)育児と母親の負担」と「(2)現代のしつ

けとその問題点」の2点が指摘されていることが目を惹

く。とくに (1)で の家庭内での人手不足や家庭内での

育児知識の伝承がなくなったために「育児についての母

親の不安が増大する等」, とくに核家族で母親の育児負

担の増大が問題として認識されていることが注目に値す

る.

けれども,母親の育児負担の過重についての認識が示
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されながらも,(2)では,父親不在の母子密着が子ど

ものしつけに悪影響を及ぼすと,親の不適切な養育が指

摘され,そ の後昭和62年版までは,家庭と地域の子ど

もの養育機能の低下への言及があるぐらいで目立った内

容の記載はみられない。ところが,昭和63年版では ,

第 1編第3章 に「第3節児童の健全育成と家庭支援対策の

強化」が設けられ,その 「1家庭支援の推進」で,子

どもと家庭を取 り巻く環境が大きく変化するなか 「家庭

機能は低下し,子育てに対する親の不安や悩みは大きく,

またいじめや登校拒否など児童の悩みも大きなものとな

ってきている」とし,「 これらの状況に対応できるよう

な,総合的な家庭支援の仕組みの充実を図る丞要がある」

(傍点,筆者)と の認識が示される。

つづいて,いわゆる1.57シ ョック後の平成3年版では,

出生率の低下を深刻に受けとめ,「子どもが健やかに生

まれ育つための環境づくり」,そ のなかで 「多様な子育

て支援対策の積極的展開」を推進していく方針が表日月さ

れる。

さらに,「家族と社会保障」を特集した平成8年版の

第1編第1部第3章 の 「第2節育児支援施策の動向と少子

化への対応」で,「家族だけに育児責任を負わせるので

はなく,地域社会,社会全体で家族を支援していく必要

性が認識されるようになっている」ことが指摘 (と いう

ことは,国 もそうした認識をもったことが表明)さ れ ,

そして 「少子社会を考える」を特集した平成10年版で ,

「日本は,結婚や子育てに『夢』を持てない社会になっ

ているのではないだろうか」とセンセーショナルな問い

かけがなされようにもなり,出生率の低下 。少子化傾向

を背景に子どもの育ちをめぐる問題について,親の責任

を問う姿勢が影を潜めていく.

3.親への養育責任の集中をめぐる問題性

子どもの養育責任の親への集中

前節で,子 どもの養育について,出生率の低下が目立

ち始める1980年代頃までは,戦後の混乱・復興期を経

て高度成長期に入り始める時期あたりから少年非行や子

どもの事故死などが増加するなか,子 どもの家庭養育が

問題を抱えていることが指摘されるようになり,その原

因が問題のある家庭環境や,親の養育行動・態度にある

との見解のうえに立って対処がなされてきた点を厚生白

書の記載内容にみてきた。子どもの養育をめぐる問題は,

親や家族がその養育責任を十分にあるいは適切に果たさ

ないもしくは果たせない問題として,換言すれば,親 。

家族の養育能力の不足の問題として取りあげられ,対処
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されてきたのである。そこに一貫していたのは,子 ども

を養育するのは親の責任だとの徹底 した国の姿勢であ

る.

このことは,「問題親」なる語句まで登場する昭和46

年度版厚生白書の記載に象徴的に表れている.同白書で

は徹底して親の養育責任が強調され,責任の履行が求め

られていた。本来は,児童の福祉の保障についての公的

な責務と施策が述べられるはずなのであるが,同 白書は,

親の役割に関する啓蒙や戒めの記述に終始していたとい

ったらいいすぎであろうか。

こうした国の姿勢にみられる親の養育責任の強調は ,

子ども中心に組み立てられた近代家族における子どもの

養育責任の親への集中と深くかかわつている。近代家族

では,親は「子どもを一人前の大人になるまで育てる全

責任を負わされている」とされる (山 田1991:4).田

澤は, こうした子どもの養育責任の実父母への集中を明

治政府による家族法の整備のなかに跡づけている (田 澤

1999).と くに明治民法による親権制度の確立は,他の

人が関与できない親の特別な責任と権限を確定したとさ

れる (広井2004).

こうした近代国家成立過程で家族法整備による子ども

の養育責任の親への集中が生じるようになる一方,近代

の産業社会おける核家族化のもとでは,育児構造が,か

ってのマルティプル・ペアレンティングの仕組みを喪失

し,「育児の担い手は親あるいは母親のみで,育児を担

う社会システムは家族のみ, という単純な育児構造」と

なることが指摘される (渡辺1994).

親への養育責任集中の奉tむ問題

親への養育責任の集中は,子 どもの養育責任を明確に

し,子 どもの養育の確実な履行を保障するといった,そ

の積極的な側面も見逃すことはできないが, ここでは,

親の子どもを養育する責任が過重となっていることの問

題点を3つ指摘しよう。ひとつには,親の責任が重圧と

なり,親の子育ての負担が大きくなりすぎるという問題

点である。とくに,子育ての負担が実質,母親の肩だけ

に伸しかかる状況の下では,その負担はさらに増強され

よう。いま育児不安や子育て困難として取り組まれよう

としているのがこの問題である。もちろん, この種の問

題も深刻であるが,それ以上に深刻, というよりも厄介

な問題が次の2つ である.

子どもの養育に熱心になることの問題性

そのひとつが,親が子どもの養育や教育に熱心になり

すぎることに伴う弊害である。親の養育責任の過重は,

親が子どもの養育や教育に熱心になることを促そう.実

際,いまの母親は自分の手で子育てすることを望み,子



元木 久男 :子育て困難へ対応する現在の子育て支援が社会的子育て施策となる可能性を探る研究   95

育てへの関心も高く,熱心である (鈴木1999).現在の

家族が子どもの教育に熱心に志向する「教育する家族」

としての面を持つとされもする (沢 山2000),

親が子どもの養育や教育に熱心になること自体はとく

に問題だというわけではないが,親へ子どもの養育責任

が集中するなかで熱心になる場合, ときに子どもにとっ

て好ましからぬ結果がもたらされる.庄司は,いまの子lA

立した育児状況では,「真面目に子育てに取 り組む一途

な母親ほど,子育ては楽しいものではなくなりがち」で

あり,「子どもを叩くなどの虐待といわれる行為は,…
・…・・ごく普通の,あ るいはむしろ普通以上に子育てに熱

心な母親」にみられる点を指摘する (庄司2002:21).

広田も,児童虐待について 2つ のタイプがあるとした

うえで,そのひとつが高学歴の専業主婦などにみられる

タイプで, これらの母親は完璧な母親をめざす, という

ことは子育てに熱心になりすぎるため,思 うようにうま

くいかない子育てに苛立ち,子 どもを虐待してしまうと

いう.広 田によれば, このような母親には,「 もっとア

バウトな子育てがア ドバイスされる必要がある」という

(広 田2001:375)。 なお, もうひとつのタイプは,生

活上の困難をもつ親が,生活苦などによるイライラから

子どもに暴力を振るったり,放置したりするもので,深

刻な虐待はこのタイプに多いという。子ども虐待の少な

くとも軽微な虐待ケースでは,虐待する親が子どもの養

育にむしろ熱心である場合が意外に多いのではないだろ

うか.

また,完全な親になろうとする志向が強すぎることが

親を虐待に走らせるとの指摘もある (井上1998).鯨岡

も,子育てに傾倒し,完壁な育児を目指すあまり心の余

裕を失って虐待に走るケースを指摘する (鯨 岡2002)。

熱心に子どもを育てよう,(実際にはその自信もないの

に)パーフェクトな親になろうと意気込むものの,親だ

けに子どもの養育の責任が集中しているために周囲の手

助けが得られない孤独な育児であったり,周囲の手日力け

による自分の完全な親像の修正ができないことが,子 ど

もへの虐待の引き金になるのではないだろうか。このよ

うに,親 しか子どもの養育責任を果たす者がいないなか

でその親が子どもの養育に熱心になることには,場合に

よつては子どもへの虐待が生じるという問題が伴われる

のである.

ところで発達心理学者の柏木は,「子どもが “授かる"

ものではなくなり,親の意思により選択されて “つくる"

もの」となったこと,「少なく生んでよく育てるとの少

産少子戦略」がとられるようになったこと,さ らに「子

どものしつけ・教育が母親に一任されたことから,失敗

は許されないとの強い意気込みや,子育ての成功を母親

の生きがいとする教育ママを産んだ」ことによって,子

どもへの親の過保護や過介入が進行するようになった問

題↑生を指摘する (柏木2003:292-293).

現代の核家族では,親が子どもへ過保護や過干渉にな

る傾向,あ るいは子どもを親の意向で,いわばいじくり

すぎるといった行動や態度をとりやすいことがよく指摘

されている (望月1986)。

斉藤は,思春期の対親暴力 (家庭内暴力)が発現する

2つ の経路のうち,ひ とつを「親の期待 (欲望)を 自ら

の生きる指針として『良い子』を演じ続けてきた者にみ

られるもの」だという (斉藤1999:9)。 斉藤は,職場

のそして社会の価値を当然のことと受け入れ,それを子

どもが当然受け入れるものとみなす仕事人間の父親,父

親の期待を読み取 り,それに沿おうとする教育ママの母

親,そ して, こうした親たちの期待を読み取り良い子を

演じる子どもが,あ る挫折をきっかけに母親に暴言,暴

力を振るうようになる症例を紹介し,説明を加える.

子どもへの期待の圧力,親の期待の押しつけはやさし

い暴力,見えない虐待という親たちの侵入であり,それ

への反応として対親暴力が生じるのだと.斉藤は,良い

子たちが 「親・世間の『見えざる暴力』の拘束のもとに

『よい子』になる」という「暴力をメッセージとせざる

を得ないような家族内のコミュニケーションの不全のあ

り方Jを 問題として指摘するが (斉藤1999:21), こ

れを親の役割の側面から捉え直せば,本来親の役割は子

どもとの関係性のなかでその内容が決定されるべきもの

であるはずなのだが,そ うではなく親が一方的にそれを

決定し,子 どもがそうした状況に過剰適応してしまって

いる問題だということができよう。

吉川も,子 どもを保護する傾向が強まるなかで,臨床

的に語られる子どもをめぐるス トーリーの方向性が 「大

人達の期待に応える『よい子』や,言 うことをよく聞く

『よい子』の増加」であり, こうしたよい子は非常に危

険な存在だという。よい子が親の言うことをよく聞いた

り,何事にも積極的に取り組むのは,「子どもの自己表

現ではなく,他への過剰な迎合」であり, こうしたよい

子は青年期以降に不適応をおこし人格障害を患ったり,

不適応を示さないまでも将来の家族形成で問題を発生さ

せる火種を抱えていることを指摘する (吉川2000:

129-130)。 常に親の顔色を窺い,親の期待に過剰に

適応してしまうほど,子どもにとって親が大きな存在と

なっているということなのであろう。

こうした,い うなれば親の思いどおりの子どもの養育,

親の独 りよがりの養育の問題性が生じる背景には,も ち
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ろん柏木の指摘する子どもは親が選択して “つくる"存

在となった事実の親の意識への作用があるのだろうが ,

ただ親が自分で選んで生んだためだけでなく,その選ん

で生んだ子どもの養育責任が親に集中しているからこ

そ,親の思いどおりに子どもを育てようとする行動や態

度がとられやすくなっているのではないだろうか。

もし仮に子どもの養育責任が親だけでなく,親族や地

域の他のおとなたちにも分散して負わされているのであ

るならば,親だけの勝手で子どもを養育することはでき

ないはずである。もちろん,親に子どもの養育責任を集

中させてきた近代的親子関係が共同イ本からの束縛からの

解放という側面をもつ点を見逃してはならないが (小 山

2002),それが,親にとって共同体の束縛から離れて子

どもを自由に養育できるようになったということであつ

て,子 どもの側に立ってみれば,それがかえって子ども

の親への束縛を強め,その結果子どもから育っていくう

えでの主体性を奪ってしまうこともあるという側面も見

逃してはならないのである。

他人の子どもへの無責任な傍観者としての態度

親の子どもを養育責任が過重であることから生じる第

3の 問題点は, 自分の子ども以外の子どもの育ちや育成

に対する無関心・無責任な態度が生み出されることであ

る.2004年 に子ども未来財団が実施した子育て中の母

親への調査では,「社会全体が妊娠や子育てに無関心 。

冷たい」にそう思うとまあそう思うと回答した妊娠中か

出産後3年未満の女性が87.2%であった (財団法人子ど

も未来財団2004).

いまの社会で,「例えば,電車の中で赤ちゃんが泣き

出したとき,『うるさいな.親は黙らせろよ』と思う人

と,「 こういうときに泣かれるのが,一番つらいのよね」

と親に同情してくれる人と, どちらが多いだろうか,子

どもの手を引いてエスカレータに乗った親子に対して
,

『道を開けてくれないから,後ろがつかえて困るじゃな

いか』と怒らず,静かに後ろで待てる人がどれだけいる

だろうか」 (杉山2005年 :7-8),答 えは否定的だとい

うことになろう.子どもを養育するのは親の責任だと強

調し過ぎるため親だけがその養育責任を背負う結果とな

り,親以外の者はその責任の履行の (無責任な)傍観者

の側に回つてしまう.

ところで沢山は,母親の育児体験談の検討から,「母

親たちは子ども一般に関心を向けたのではなく,『我が

子』のみに排他的に関心を集中させていつた」と,我が

子意識が非常に強いという教育家族の問題点を論じてい

る (沢山2000:127)。 沢山の論議は,我が子のみに

「教育的まなざし」を集中的に注ぐことが子どもを管理
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し,抑圧的に作用する問題性を指摘するものであるが ,

それを我が子のみに排他的に集中させることによって ,

人びとが子どもに注ぐ「教育的まなざし」=(大雑把に

いって)よ りよく育てようとする営みから我が子以外の

子どもが締め出されていってしまうことが示唆されよ

う.

岩本も,社会的養護を必要とする子どものために導入

された特別養子制度がその効果をほとんど発揮していな

いことや特別養子を除いた未成年養子に占める親族養子

縁組の割合の増加と逆に (要保護児童に相当する)非親

族養子の割合が減少傾向にあることから,「 しばしば指

摘されるように, 日本では困窮している他人の子どもを

引取ろうとする気持ちの乏しい」 こと,そ してそれが

「同じくよく指摘される,欧米と比べ,不遇の子に対す

る慈善精神やボランタリーな福祉意識の欠如………など

を,その起因とみるのは,おそらく正鵠を射」たもので

なく,「その核心は『他人』の子という点」であると,

日本では他人の子どもへの関心が乏しいこと,そ してそ

のことが 「子育てはすべて血を分けた生みの親の責任と

いう観念」に起因することを指摘する (岩本2006:86,

96).我が子の養育への血を分けた親の強い関心が他人

の子どもの養育への無関心を帰結するというわけであ

る。

以上から, 自分の子 ども以外の子どもに対する無関

心・無責任な態度は,たんに実質的には親だけが子ども

の養育責任を負うため人びとは他人の子どもの育成に無

関心 。無責任となるだけでなく,親の側で我が子意識が

非常に強いことからも生み出されるものだということが

できよう。

4.親への養育責任の集中の超克と新たな子育ち

支援システムの創出

もうかなり以前のことになるが,タ レン トのアグネ

ス・チャン氏が子連れで職場に現れ,神聖な職場に私事

である子育てを持ち込んだことが話題となり,「子連れ

出勤論争」が闘わされたことがあった。職場に子育てを

持ち込むことが争点になること自体,子 どもの養育は親

以外に責任なしの人びとの態度を, さらにいえばそうし

た態度が規範化されている事実を如実に物語っているの

であるが,事態はもっと複雑である。江原は, この論争

が,単純なフェミニス ト勢力対保守層の対立だったので

はなく,「『職場には家庭を持ち込むな』という規範と
,

『子どもは母親の手で』という規範のうち, どちらの規

範をより重要視するかということ,あ るいは逆にどちら
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の規範をより重要でない規範として見るかという論点」

が争われていたのだという。アグネス・チャン氏は,子

連れで出勤したことによって「職場に家庭を持ち込むな」

という規範をやすやすと破つてみせたが,その行為が同

時に「子どもは母親の手で」という「聖なる母性」規範

を全面に押し出し,子どもを保育園などに預けて働く母

親を断罪するものであった (江原1996:154-156).

そうだとすると,も し職場が子連れ出勤に理解を示し
,

協力的であったとすると,「聖なる母性」規範が全面に

押し出されて,む しろ親の養育責任が強化される, とい

うパラドックスに陥ることになる。それは,ひいては社

会が親の養育に協力的だと,かえって親の責任が強化さ

れるというパラドックスにつながる。       ヽ

だが,こ うしたパラドキシカルな関係は,職場に家庭 ,

少なくとも「育児を持ち込むな」という規範が存在する

限りにおいて生じるものである。職場に育児を持ち込む

なという規範の規制を受けながら,子連れ出勤に協力す

ることが,(それだけ親が養育責任を果たすことが重要

だと)親の責任を強化するのである.も し仮に,職場に

も社会にも子どもの養育に責任があるために子連れ出勤

に協力するのであるならば,「職場に育児を持ち込む」

ことや 「保育園に子どもを預ける」ことは悪いことでな

くなる。したがって,「職場に育児を持ち込むな」とい

う規範そのものがその存在基盤を失う.

以上のことから,子育て支援には,親に子育て支援の

責任を果たさせるために行われる支援と親の責任を分担

する方向が志向されて行われる支援の2つ のタイプがあ

ることと,そ して前者のタイプの支援はかえって親の養

育責任の強化につながるものであることが示唆されよ

う。さきに厚生白書にみてきた1980年代半ばあたりま

での子どもの養育家庭への国の対策が,ま さにこの前者

のタイプの子育て支援だつたのである (も ちろん,そ う

した対策を子育て支援と呼ぶこと自体,不適切かもしれ

ない).

いま目指されようとしている子育て支援は,当然後者

のタイプのそれであるはずである。現在積極的に展開さ

れている子育て支援の理念は,基本的には,1993年 の

『たくましい子供・明るい家庭・活力とやさしさに満ち

た地域社会をめざす21プ ラン研究会』報告書で提言さ

れた 「子育てに関しては保護者 (家庭)を中心としつつ

も,家庭のみにまかせることなく,国や地方自治体をは

じめとする社会全体で責任を持って支援していくこと,

言い換えれば,家庭と社会のパー トナーシップのもとに

子育てを支援していく」ことであるといってよいであろ

う。

けれども, ここで注意を要するのは,そ うした理念に

基づいてなされる支援が,(親の)子育て支援と表現さ

れる点である。すなわち,子育てする者がいて,その者

が行う子育てを支援 しようという対策であるのならば,

子育てする者,つまり親の養育責任は依然として前提と

されていると考えなくてはならない。そうだとすると,

社会の責任といっても,親が養育の責任を適切に果たす

ことができるように支援する域にとどまり,た とえば,

これでだけ支援しているのに親は何をしているのだ,無

責任だとの不満が湧きでるなど,親の責任が再び強調さ

れる余地が残されている。

したがって必要なことは,子どもの育ちへの責任を,

特定の者だけに押しつけず,社会全体でそれを分かち合

うことではないであろうか。そのためには,子 どもの育

ちを支援するとの視点に立ち,その育ちを,特定の者 ,

すなわち親だけがというのではなく,社会全体で支援す

る責任体制を確立していくことが重要である。「何より

も,支援する対象は子どもであり,『子どもの育ち』で

なければならない」のである (柏木2008:163)。 子ど

もにとっても,「子どもを母親だけに任せるのではなく
,

複数の多様な人々の手と心で育てること」 (柏木2008:

162)は とても重要なことでもある.

かってのわが国の農村の生活では,生みの親以外に多

くの仮り親をもつ風習があったが,それは 「弱々しい赤

ん坊を育て上げるには,生みの親の力だけでは限界があ

って大勢の人の日力けが必要だと考えられていた」からだ

という (大藤 1999:51)。 こうした風習のもとでは ,

「社会の子ども」として育てる,地域にしっかり根ざし

た「郷党教育」が行われていたとされるが (大藤1999),

かって,わが国には, こうした村という共同体全体で子

どもの育ちを支援するシステムが存在していたのであ

る。

もちろん,人びとの共同体への従属による自律性の欠

如というネガティブの面を見逃してはならないであろう

し,未だ貧しかつたためこうしたシステムが現代的感覚

からすれば十分に機能していたとはいい難いかもしれな

がいが,現代の社会に新たにこうしたシステムを再生さ

せることが必要なのではないだろうか.

いまの子育て支援が積極的に展開される趨勢を眺める

と,親, とくに母親の子育ての困難が理解され,子 ども

を育てるうえでの親の限界が認識されるようになってい

るかにみえる。こうした子育て支援の展開が,子 どもの

育ちを支援する責任を社会全体で分かち合う新しいシス

テムを創出していくことができるか,わが国社会の大き

な課題だといえよう.
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1)参照した厚生白書については,煩雑を避けるため,

何年度版であるかのみを本文中に記し,文献欄には

記載しないこととした。
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